示談書

●●●●（以下「甲」という。）と××××（以下、「乙」という。）は、下記の通り示談した。

記

第1条（不貞行為等）
　乙は、令和●年●月●日から令和●年●月●日の間、約●回に渡り、甲の夫である△△△△（以下「丙」という。）が既婚者であることを知りながら、丙と肉体関係をもった（以下「本件不貞行為」という。）ことを認め、甲に対し、心より謝罪する。

第2条（誓約）
乙は、甲に対し、次のことを誓約する。
⑴　自己が保有する丙の連絡先や丙とのやり取りの履歴をすべて消去すること
⑵　今後、面会、電話、メール、SNS、第三者を介した連絡等手段の如何を問わず、丙との接触を一切行わないこと

第3条（示談金の支払い等）
１　乙は、甲に対し、本件不貞行為にかかる慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認める。
２　乙は、甲に対し、前項の金銭を、令和●年●●月●●日までに、甲の指定する次の口座
に一括して振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

　金融機関名：●●銀行 ●●支店
　口座番号　：●●●●●●●
　種別　　　：●●
　口座名義人：●●●●●●

３　乙は、丙に対する、本件不貞行為の慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。乙が丙に対して求償請求したときは、乙は、甲に対し、丙から受領した金銭の全額を甲に支払うものとする。

第4条（禁止事項）
　甲及び乙は、本示談成立後、次に掲げる行為を行ってはならないことを相互に確認する。
⑴　正当な理由がある場合を除き、口頭、電話、メール、LINE、SNS等の手段を用いて、本件不貞行為に関する情報、本示談書の存在及び内容、その他本件に関する一切の事項を第三者に対し口外すること
⑵　誹謗中傷など、社会通念上、相手方の迷惑となるような行為を行うこと

第5条（違約金）
　乙は、第2条の定めに違反した場合は、甲に対し、違約金として金●●万円を一括して
支払う義務を負う。

第6条（清算条項）
　甲及び乙は、両者間に本示談書の定めのほか何らの債権・債務がないことを相互に確認する。

以上

　本示談を証するため、本書を2通作成し、各自１通を所持する。
　

令和　　年　　月　　日

（甲）
住所：

署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（乙）
住所：

署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

